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平成29年８月22日
（火 曜 日）



（平成28年12月１日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第772号
次のとおり一般競争入札に付しますので、地方自治法施
行令（昭和22年政令第16号）第167条の６第１項及び奈良
市契約規則（昭和40年奈良市規則第43号）第２条の規定に
より公告します。
平成28年12月１日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 入札に付する事項
⑴ 調達案件名
奈良市北部会館で使用する電力調達

⑵ 電力調達の数量及び特質
別紙仕様書のとおり

⑶ 調達場所
別紙仕様書のとおり

⑷ 調達期間
平成29年３月１日０時から平成30年２月28日24時ま
で（地方自治法第234条の３に基づく長期継続契約）

⑸ 入札方法
入札は、総計金額（電力供給仕様書等に示した月ご
との契約電力及び予定使用電力量に対して、入札者が
設定した契約電力に対する月額の単価（基本料金）、
使用電力量に対する単価（電力量料金）及び特約割引
料金等に基づき計算した額（力率割引、燃料費調整相
当額、太陽光発電促進付加金及び再生可能エネルギー
発電促進賦課金は含まない。））で行います。ただし、
契約は単価によるものとします。
落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に

当該金額の100分の８に相当する額を加算した金額（
当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金
額を切り捨てた金額）をもって落札価格としますので、
入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者で
あるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約
希望単価（税込）を入札書の積算表に記載し、算出し
た金額の108分の100に相当する金額を入札書の入札金
額欄に記載してください。

以下省略
（平成28年12月１日掲示済）

―――――――――――――――――――
奈良市告示第773号
次のとおり一般競争入札に付しますので、地方自治法施
行令（昭和22年政令第16号）第167条の６第１項及び奈良
市契約規則（昭和40年奈良市規則第43号）第２条の規定に
より公告します。
平成28年12月１日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 入札に付する事項
⑴ 調達案件名
案件番号１ 奈良市椿井小学校等で使用する電力調

達

案件番号２ 奈良市春日中学校等で使用する電力調
達

⑵ 電力調達の数量及び特質
別紙仕様書のとおり

⑶ 調達場所
別紙仕様書のとおり

⑷ 調達期間
平成29年３月１日０時から平成30年２月28日24時ま
で（地方自治法第234条の３に基づく長期継続契約）
⑸ 入札方法

入札は、総計金額（電力供給仕様書等に示した月ご
との契約電力及び予定使用電力量に対して、入札者が
設定した契約電力に対する月額の単価（基本料金）、
使用電力量に対する単価（電力量料金）及び特約割引
料金等に基づき計算した額（力率割引、燃料費調整相
当額、太陽光発電促進付加金及び再生可能エネルギー
発電促進賦課金は含まない。））で行います。ただし、
契約は単価によるものとします。
落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に
当該金額の100分の８に相当する額を加算した金額（
当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金
額を切り捨てた金額）をもって落札価格としますので、
入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者で
あるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約
希望単価（税込）を入札書の積算表に記載し、算出し
た金額の108分の100に相当する金額を入札書の入札金
額欄に記載してください。

以下省略
（平成28年12月１日掲示済）

―――――――――――――――――――
奈良市告示第774号
平成28年奈良市告示第214号（予防接種の実施）の一部
を次のように改正する。
平成28年12月１日

奈良市長 仲 川 元 庸
次のよう省略

（平成28年12月１日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第775号
平成28年奈良市告示第679号（予防接種の実施）の一部
を次のように改正する。
平成28年12月１日

奈良市長 仲 川 元 庸
次のよう省略

（平成28年12月１日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第776号
次のとおり電子入札による一般競争入札に付しますので、
地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の６第
１項及び奈良市契約規則（昭和40年奈良市規則第43号）第
２条の規定により公告します。
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平成28年12月１日
奈良市長 仲 川 元 庸

１ 入札に付する事項
大和中央道（敷島工区）街路新設工事ほか15件（各工
事の工事件名、工事場所、工期、工事概要、予定価格、
最低制限基準価格及び最低制限モデル型算出価格は別表
のとおり）
以下省略

（平成28年12月１日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第777号
次のとおり一般競争入札に付しますので、地方自治法施
行令（昭和22年政令第16号）第167条の６第１項及び奈良
市契約規則（昭和40年奈良市規則第43号）第２条の規定に
より公告します。
平成28年12月１日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 入札に付する事項
⑴ 業 務 名 （仮称）辰市こども園新築工事に伴う建

築設計業務委託
⑵ 業務場所 奈良市杏町414番４他８筆
⑶ 業務期間 契約の日から平成29年３月31日まで
⑷ 業務概要 建築設計業務委託一式

延べ床面積 約1,225㎡
⑸ 予定価格 17,589千円

（消費税及び地方消費税を除く。）
⑹ 最低制限基準価格 13,486千円

（消費税及び地方消費税を除く。）
以下省略

（平成28年12月１日掲示済）

―――――――――――――――――――
奈良市告示第778号
次のとおり一般競争入札に付しますので、地方自治法施
行令（昭和22年政令第16号）第167条の６第１項及び奈良
市契約規則（昭和40年奈良市規則第43号）第２条の規定に
より公告します。
平成28年12月１日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 入札に付する事項
⑴ 工 事 名 針テラス情報館空調設備改修工事
⑵ 工事場所 奈良市針町345番地
⑶ 工事期間 契約の日から平成29年２月28日まで
⑷ 工事概要 機械設備工事一式 電気設備工事一式
⑸ 予定価格 4,440千円

（消費税及び地方消費税を除く。）
⑹ 最低制限基準価格 3,719千円

（消費税及び地方消費税を除く。）
以下省略

（平成28年12月１日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第779号
介護保険法（平成９年法律第123号）第41条第１項、第
46条第１項及び第53条第１項の規定により、指定居宅サー
ビス事業者、指定居宅介護支援事業者及び指定介護予防サ
ービス事業者を指定しましたので、同法第78条第１号、第
85条第１号及び第115条の10第１号の規定により公示しま
す。
平成28年12月１日

奈良市長 仲 川 元 庸
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事業所番号
事業所 事業者 指 定

年月日所在地 名称 法人所在地 法人名

2970107401
奈良市大宮町四丁目275番
地の５森村第２ビル303号
室

ケアプランセンタ
ールピナス

大阪府泉南郡熊取町小谷
北一丁目18番32号 株式会社ルピナス 平成28年

12月１日

2970107419 奈良市朱雀三丁目４番地15サニーハウス１号地 やぐらケアマネ 京都府木津川市兜谷四丁
目15番地１

株式会社シニアト
ータルサポート

平成28年
12月１日

2970107427 奈良市朱雀三丁目４番地15サニーハウス１号地 やぐら訪問介護 京都府木津川市兜谷四丁
目15番地１

株式会社シニアト
ータルサポート

平成28年
12月１日

（平成28年12月１日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第780号
次のとおり一般競争入札に付しますので、地方自治法施
行令（昭和22年政令第16号）第167条の６第１項及び奈良
市契約規則（昭和40年奈良市規則第43号）第２条の規定に
より公告します。
平成28年12月１日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 入札に付する事項

⑴ 調達案件名
奈良市都南保育園等で使用する電力調達

⑵ 電力調達の数量及び特質
別紙仕様書のとおり

⑶ 調達場所
別紙仕様書のとおり

⑷ 調達期間
平成29年３月１日０時から平成30年２月28日24時ま
で（地方自治法第234条の３に基づく長期継続契約）
⑸ 入札方法



入札は、総計金額（電力供給仕様書等に示した月ご
との契約電力及び予定使用電力量に対して、入札者が
設定した契約電力に対する月額の単価（基本料金）、
使用電力量に対する単価（電力量料金）及び特約割引
料金等に基づき計算した額（力率割引、燃料費調整相
当額、太陽光発電促進付加金及び再生可能エネルギー
発電促進賦課金は含まない。））で行います。ただし、
契約は単価によるものとします。
落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に

当該金額の100分の８に相当する額を加算した金額（
当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金
額を切り捨てた金額）をもって落札価格としますので、
入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者で
あるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約

希望単価（税込）を入札書の積算表に記載し、算出し
た金額の108分の100に相当する金額を入札書の入札金
額欄に記載してください。

以下省略
（平成28年12月１日掲示済）

―――――――――――――――――――
奈良市告示第781号
生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第１項
の規定により、同法による介護扶助を担当する機関を次の
とおり指定しましたので、同法第55条の３の規定により告
示します。
平成28年12月１日

奈良市長 仲 川 元 庸
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指定介護機関

施設又は実施する事業の種類 指定年月日
名称 所在地

開設者
名称 主たる事務所の所在地

寺崎クリニック 奈良県奈良市南城戸町67

介護予防 居宅療養管理指導 平成28年11月１日
医療法人 寺崎クリニ
ック 奈良県奈良市南城戸町67

（平成28年12月１日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第782号
生活保護法（昭和25年法律第144号）第55条第２項にお
いて準用する同法第50条の２の規定により施術者から事業

を廃止した旨の届出がありましたので、同法第55条の３の
規定により次のとおり告示します。
平成28年12月１日

奈良市長 仲 川 元 庸

指定施術者の氏名
廃止した施術の種類 廃止年月日

施術所の名称 施術所の所在地

豊田 優
柔道整復 平成28年11月１日

右京まさき鍼灸整骨院 奈良県奈良市押熊町547－１
忍熊ビル２Ｆ

（平成28年12月１日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第783号
次のとおり一般競争入札に付しますので、地方自治法施
行令（昭和22年政令第16号）第167条の６第１項及び奈良
市契約規則（昭和40年奈良市規則第43号）第２条の規定に
より公告します。
平成28年12月１日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 入札に付する事項
⑴ 調達案件名
奈良市都祁行政センターで使用する電力調達

⑵ 電力調達の数量及び特質
別紙仕様書のとおり

⑶ 調達場所
別紙仕様書のとおり

⑷ 調達期間

平成29年３月１日０時から平成30年２月28日24時ま
で（地方自治法第234条の３に基づく長期継続契約）
⑸ 入札方法

入札は、総計金額（電力供給仕様書等に示した月ご
との契約電力及び予定使用電力量に対して、入札者が
設定した契約電力に対する月額の単価（基本料金）、
使用電力量に対する単価（電力量料金）及び特約割引
料金等に基づき計算した額（力率割引、燃料費調整相
当額、太陽光発電促進付加金及び再生可能エネルギー
発電促進賦課金は含まない。））で行います。ただし、
契約は単価によるものとします。
落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に
当該金額の100分の８に相当する額を加算した金額（
当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金
額を切り捨てた金額）をもって落札価格としますので、
入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者で
あるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約



希望単価（税込）を入札書の積算表に記載し、算出し
た金額の108分の100に相当する金額を入札書の入札金
額欄に記載してください。

以下省略
（平成28年12月１日掲示済）

―――――――――――――――――――
奈良市告示第784号
次のとおり一般競争入札に付しますので、地方自治法施
行令（昭和22年政令第16号）第167条の６第１項及び奈良
市契約規則（昭和40年奈良市規則第43号）第２条の規定に
より公告します。
平成28年12月１日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 入札に付する事項
⑴ 調達案件名
奈良市保健所・教育総合センターで使用する電力調
達

⑵ 電力調達の数量及び特質
別紙仕様書のとおり

⑶ 調達場所
別紙仕様書のとおり

⑷ 調達期間
平成29年３月１日０時から平成30年２月28日24時ま
で（地方自治法第234条の３に基づく長期継続契約）

⑸ 入札方法
入札は、総計金額（電力供給仕様書等に示した月ご
との契約電力及び予定使用電力量に対して、入札者が
設定した契約電力に対する月額の単価（基本料金）、
使用電力量に対する単価（電力量料金）及び特約割引
料金等に基づき計算した額（力率割引、燃料費調整相
当額、太陽光発電促進付加金及び再生可能エネルギー
発電促進賦課金は含まない。））で行います。ただし、
契約は単価によるものとします。
落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に

当該金額の100分の８に相当する額を加算した金額（
当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金
額を切り捨てた金額）をもって落札価格としますので、
入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者で
あるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約
希望単価（税込）を入札書の積算表に記載し、算出し
た金額の108分の100に相当する金額を入札書の入札金
額欄に記載してください。

以下省略
（平成28年12月１日掲示済）

―――――――――――――――――――
奈良市告示第785号
奈良市自転車等の安全利用に関する条例（昭和59年奈良
市条例第23号）第10条第３項の規定により利用者又は所有
者から引取りのない自転車等を次のとおり処分しますので、
奈良市自転車等の安全利用に関する条例施行規則（昭和59
年奈良市規則第35号）第５条の規定により告示します。

平成28年12月１日
奈良市長 仲 川 元 庸

１ 処分の根拠
移動日から60日経過したにもかかわらず、引取りがな
いため。
２ 処分対象自転車等の保管場所

奈良市大安寺西二丁目288－１
奈良市自転車等保管施設

３ 処分年月日
平成28年12月１日

４ 処分対象自転車等の移動年月日
平成28年５月10日、同月13日、同月15日、同月17日、
同月20日、同月23日、同月24日及び同月26日

（平成28年12月１日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第786号
奈良市自転車等の安全利用に関する条例（昭和59年奈良
市条例第23号）第９条の規定により自転車等放置禁止区域
内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管し
たので、同条例第10条第１項の規定により告示します。
平成28年12月１日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 移動理由

自転車等放置禁止区域に放置されていたため。
２ 移動年月日

平成28年12月１日
３ 移動対象区域

ＪＲ奈良駅周辺及び近鉄新大宮駅周辺自転車等放置禁
止区域
４ 保管場所

奈良市大安寺西二丁目288－１
奈良市自転車等保管施設

５ 引取期間
移動日から60日間。ただし、奈良市の休日を定める条
例（平成元年奈良市条例第３号）第１条第１項に規定す
る市の休日（毎月の第２及び第４土曜日を除く。）を除
く。
６ 引取時間

午前９時から午後４時30分まで
７ 引取りのための必要事項
⑴ 印鑑、自転車等の鍵並びに住所及び氏名を確認でき
るもの（学生証・運転免許証・保険証等）をお持ちく
ださい。
⑵ 次のとおり移動及び保管に要した費用を徴収します。
ア 移動費 自転車 2,000円

原動機付自転車 4,000円
イ 保管費 1,000円（ただし、移動日から14日以内

は無料）
８ 連絡先 奈良市市民生活部 交通政策課

電話0742－34－1111代表
（平成28年12月１日掲示済）

―45―

奈 良 市 公 報 第336号
平成29年８月22日
（火 曜 日）



―――――――――――――――――――
奈良市告示第787号
次のとおり一般競争入札に付しますので、地方自治法施
行令（昭和22年政令第16号）第167条の６第１項及び奈良
市契約規則（昭和40年奈良市規則第43号）第２条の規定に
より公告いたします。
平成28年12月２日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 入札に付する事項
⑴ 業 務 名 奈良の酒PR事業
⑵ 詳 細 別紙仕様書のとおり
⑶ 契約期間 契約締結日から平成29年３月31日（金）

まで
⑷ 担 当 課 奈良市総合政策部奈良ブランド推進課

電話 0742－34－5172
以下省略

（平成28年12月２日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第788号
次のとおり一般競争入札に付しますので、地方自治法施
行令（昭和22年政令第16号）第167条の６第１項及び奈良
市契約規則（昭和40年奈良市規則第43号）第２条の規定に
より公告いたします。
平成28年12月２日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 入札に付する事項
⑴ 業 務 名 古都華PR事業
⑵ 詳 細 別紙仕様書のとおり
⑶ 契約期間 契約締結日から平成29年３月31日（金）

まで
⑷ 担 当 課 奈良市総合政策部奈良ブランド推進課

電話 0742－34－5172
以下省略

（平成28年12月２日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第789号
大和都市計画（奈良国際文化観光都市建設計画）用途地
域を変更するため、都市計画法（昭和43年法律第100号）
第21条第２項において準用する同法第17条第１項の規定に
より次のとおり公告し、当該都市計画の案を公衆の縦覧に
供します。
平成28年12月５日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 変更に係る都市計画の種類
大和都市計画（奈良国際文化観光都市建設計画）用途
地域
２ 変更に係る都市計画を定める土地の区域

奈良市大宮町七丁目、三条大路一丁目、三条川西町及
び四条大路一丁目の各一部
３ 縦覧場所

奈良市二条大路南一丁目１番１号

奈良市都市整備部都市計画課
４ 縦覧期間

平成28年12月５日から平成28年12月19日まで
５ 意見書の提出要領

この都市計画の案について意見書を提出しようとする
者は、案の種類、意見の要旨及びその理由を具体的に記
載し、住所、氏名及び連絡先を併記した文書１通を市長
宛てとし、奈良市都市整備部都市計画課に平成28年12月
19日までに必着するように提出してください。

（平成28年12月５日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第790号
大和都市計画（奈良国際文化観光都市建設計画）防火地
域及び準防火地域を変更するため、都市計画法（昭和43年
法律第100号）第21条第２項において準用する同法第17条
第１項の規定により次のとおり公告し、当該都市計画の案
を公衆の縦覧に供します。
平成28年12月５日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 変更に係る都市計画の種類

大和都市計画（奈良国際文化観光都市建設計画）防火
地域及び準防火地域
２ 変更に係る都市計画を定める土地の区域

奈良市大宮町七丁目、三条大路一丁目、三条川西町及
び四条大路一丁目の各一部
３ 縦覧場所

奈良市二条大路南一丁目１番１号
奈良市都市整備部都市計画課

４ 縦覧期間
平成28年12月５日から平成28年12月19日まで

５ 意見書の提出要領
この都市計画の案について意見書を提出しようとする
者は、案の種類、意見の要旨及びその理由を具体的に記
載し、住所、氏名及び連絡先を併記した文書１通を市長
宛てとし、奈良市都市整備部都市計画課に平成28年12月
19日までに必着するように提出してください。

（平成28年12月５日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第791号
大和都市計画（奈良国際文化観光都市建設計画）地区計
画を決定するため、都市計画法（昭和43年法律第100号）
第17条第１項の規定により次のとおり公告し、当該都市計
画の案を公衆の縦覧に供します。
平成28年12月５日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 決定に係る都市計画の種類

大和都市計画（奈良国際文化観光都市建設計画）地区
計画
大宮通り交流拠点地区

２ 決定に係る都市計画を定める土地の区域
奈良市三条大路一丁目の一部
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３ 縦覧場所
奈良市二条大路南一丁目１番１号
奈良市都市整備部都市計画課

４ 縦覧期間
平成28年12月５日から平成28年12月19日まで

５ 意見書の提出要領
この都市計画の案について意見書を提出しようとする

者は、案の種類、意見の要旨及びその理由を具体的に記
載し、住所、氏名及び連絡先を併記した文書１通を市長
宛てとし、奈良市都市整備部都市計画課に平成28年12月
19日までに必着するように提出してください。

（平成28年12月５日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第792号
奈良市住居表示に関する条例（昭和42年奈良市条例第21
号）第３条の規定により、次のとおり住居番号をつけたの
で、同条例第３条第４項の規定により告示します。
平成28年12月５日

奈良市長 仲 川 元 庸
次のとおり省略

（平成28年12月５日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第793号
奈良市自転車等の安全利用に関する条例（昭和59年奈良
市条例第23号）第９条の規定により自転車等放置禁止区域
内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管し
たので、同条例第10条第１項の規定により告示します。
平成28年12月５日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 移動理由
自転車等放置禁止区域に放置されていたため。

２ 移動年月日
平成28年12月２日

３ 移動対象区域

近鉄奈良駅周辺、近鉄大和西大寺駅周辺、近鉄西ノ京
駅周辺及び近鉄平城駅周辺自転車等放置禁止区域
以下省略

（平成28年12月５日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第794号
建築基準法（昭和25年法律第201号）第42条第１項第５
号の規定による道路の位置を次のとおり指定したので建築
基準法施行規則（昭和25年建設省令第40号）第10条の規定
により公告します。
平成28年12月６日

奈良市長 仲 川 元 庸

（平成28年12月６日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第795号
生活保護法（昭和25年法律第144号）第50条の２の規定
により指定医療機関から次のとおり変更した旨の届出があ
りましたので、同法第55条の３の規定により次のとおり告
示します。
平成28年12月６日

奈良市長 仲 川 元 庸
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申請者住所 奈良県北葛城郡河合町大字池部151番地
の１

申請者氏名 洋国開発株式会社
代表取締役 岡本 健嗣

道路の位置 奈良市五条二丁目561番、566番の各一部

道路の幅員 最大4.2ｍ 最小4.2ｍ

道路の延長 36.86ｍ

指定年月日 平成28年12月６日

指 定 番 号 第Ｈ2806号

医療機関の名称 医療機関の所在地 変更年月日

旧 イオン薬局 奈良店 奈良県奈良市西大寺東町二丁目４－１ １Ｆ
平成28年９月30日

新 イオン薬局 イオンスタイル奈良 奈良県奈良市西大寺東町二丁目４－１ １Ｆ

（平成28年12月６日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第796号
生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第４項
の規定において準用する同法第50条の２の規定により指定

介護機関から次のとおり変更した旨の届出がありましたの
で、同法第55条の３の規定により告示します。
平成28年12月６日

奈良市長 仲 川 元 庸

指定介護機関
開設者 変更年月日

名称 所在地

旧 学園前西ヘルパーステーション 奈良県奈良市二名三丁目1148番
地 社会福祉法人奈良苑

平成28年11月１日
新 ヘルパーステーション マイラ

イフ
奈良県奈良市二名三丁目1053番
地１ 社会福祉法人奈良苑



（平成28年12月６日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第798号
奈良市自転車等の安全利用に関する条例（昭和59年奈良
市条例第23号）第９条の規定により自転車等放置禁止区域
内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管し
たので、同条例第10条第１項の規定により告示します。
平成28年12月６日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 移動理由
自転車等放置禁止区域に放置されていたため。

２ 移動年月日
平成28年12月６日

３ 移動対象区域
ＪＲ奈良駅周辺、近鉄学園前駅周辺、近鉄富雄駅周辺
及び近鉄菖蒲池駅周辺自転車等放置禁止区域
以下省略

（平成28年12月６日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第799号
次のとおり一般競争入札に付しますので、地方自治法施
行令（昭和22年政令第16号）第167条の６第１項及び奈良

市契約規則（昭和40年奈良市規則第43号）第２条の規定に
より公告します。
平成28年12月９日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 入札に付する事項
⑴ 業 務 名 地理情報システム機能更新業務
⑵ 詳 細 別紙仕様書のとおり
⑶ 業務場所 奈良市内一円
⑷ 業務期間 契約の日から平成29年３月31日（金）ま

で
⑸ 担 当 課 奈良市建設部土木管理課

電話 0742－34－4893
以下省略

（平成28年12月９日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第800号
生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第１項
の規定により、同法による介護扶助を担当する機関を次の
とおり指定しましたので、同法第55条の３の規定により告
示します。
平成28年12月９日

奈良市長 仲 川 元 庸
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（平成28年12月６日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第797号
生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第４項
の規定において準用する同法第50条の２の規定により指定

介護機関から事業を廃止した旨の届出がありましたので、
同法第55条の３の規定により告示します。
平成28年12月６日

奈良市長 仲 川 元 庸

指定介護機関

廃止した施設又は廃止した事業の種類 廃止年月日
名称 所在地

開設者
名称 主たる事務所の所在地

ケアプランセンター
ＯＨＡＮＡ 奈良県奈良市小倉町1231－２

居宅介護支援事業（介護計画作成） 平成28年10月31日

ＯＨＡＮＡ合同会社 奈良県奈良市小倉町1231－２

指定介護機関

施設又は実施する事業の種類 指定年月日
名称 所在地

開設者
名称 主たる事務所の所在地

ケアプランセンタール
ピナス

奈良県奈良市大宮町四丁目275番
地の５ 森村第２ビル303号室

居宅介護支援事業（介護計画作成） 平成28年12月１日

株式会社ルピナス 大阪府泉南郡熊取町小谷北一丁
目18番32号

居宅介護支援事業（介護計画作成） 平成28年12月１日

やぐらケアマネ 奈良県奈良市朱雀三丁目４番地
15 サニーハウス１号地

株式会社シニアトータ
ルサポート

京都府木津川市兜台四丁目15番
地１



（平成28年12月９日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第801号
国税徴収法（昭和34年法律第147号）第54条の規定に基
づく差押調書謄本については、その送達を受けるべき者の
住所等が不明のため送達することができないので、地方税
法（昭和25年法律第226号）第20条の２第１項の規定によ
り、次のとおり公示送達します。
なお、この公示送達に係る関係書類は、財務部税務室滞
納整理課で保管し、送達を受けるべき者から交付の申出が
あればいつでも交付します。
平成28年12月９日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 送達をすべき文書
差押調書謄本

２ 送達を受けるべき者
省略

（平成28年12月９日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第802号
奈良市自転車等の安全利用に関する条例（昭和59年奈良
市条例第23号）第９条の規定により自転車等放置禁止区域

内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管し
たので、同条例第10条第１項の規定により告示します。
平成28年12月９日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 移動理由

自転車等放置禁止区域に放置されていたため。
２ 移動年月日

平成28年12月８日
３ 移動対象区域

ＪＲ奈良駅周辺、近鉄新大宮駅周辺及び近鉄高の原駅
周辺自転車等放置禁止区域
以下省略

（平成28年12月９日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第803号
生活保護法（昭和25年法律第144号）第50条の２の規定
により指定医療機関から事業を廃止した旨の届出がありま
したので、同法第55条の３の規定により次のとおり告示し
ます。
平成28年12月13日

奈良市長 仲 川 元 庸
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やぐら訪問介護 奈良県奈良市朱雀三丁目４番地
15 サニーハウス１号地 居宅 訪問介護

介護予防 訪問介護 平成28年12月１日
株式会社シニアトータ
ルサポート

京都府木津川市兜台四丁目15番
地１

医療機関の名称 医療機関の所在地 廃止年月日

まえだ整形外科 奈良県奈良市東紀寺町二丁目10番地13 平成28年10月31日

株式会社 ゆうき薬局 奈良県奈良市東紀寺町二丁目10－12 平成28年10月31日

（平成28年12月13日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第804号
生活保護法（昭和25年法律第144号）第49条の規定によ

り医療機関を指定しましたので、同法第55条の３の規定に
より告示します。
平成28年12月13日

奈良市長 仲 川 元 庸

医療機関の名称 医療機関の所在地 指定年月日

まえだ整形外科 奈良県奈良市紀寺町864番地１ 平成28年11月１日

ゆうき薬局 奈良県奈良市紀寺町864－１ 平成28年11月１日

（平成28年12月13日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第805号
生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第４項
の規定において準用する同法第50条の２の規定により指定
介護機関から事業を休止した旨の届出がありましたので、
同法第55条の３の規定により告示します。
平成28年12月13日

奈良市長 仲 川 元 庸
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指定介護機関

休止した施設又は休止した事業の種類 休止年月日
名称 所在地

開設者
名称 主たる事務所の所在地

えにしケアステーション 奈良県奈良市神殿町166－２
神殿マンション１号棟101号室

居宅介護支援事業（介護計画作成） 平成28年12月１日
合同会社えにしケアステ
ーション

京都府木津川市木津八ヶ坪３
番地23

（平成28年12月13日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第806号
生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第４項
の規定において準用する同法第50条の２の規定により指定

介護機関から事業を廃止した旨の届出がありましたので、
同法第55条の３の規定により告示します。
平成28年12月13日

奈良市長 仲 川 元 庸

指定介護機関

廃止した施設又は廃止した事業の種類 廃止年月日
名称 所在地

開設者
名称 主たる事務所の所在地

ケアプランセンターしも
たか

奈良県奈良市秋篠町1180－36
カサベルデ秋篠台102

居宅介護支援事業（介護計画作成） 平成28年10月31日
株式会社ケアプランセン
ターしもたか

京都府相楽郡精華町下狛流口
５番地18

（平成28年12月13日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第807号
生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第１項
の規定により、同法による介護扶助を担当する機関を次の

とおり指定しましたので、同法第55条の３の規定により告
示します。
平成28年12月13日

奈良市長 仲 川 元 庸

指定介護機関

施設又は実施する事業の種類 指定年月日
名称 所在地

開設者
名称 主たる事務所の所在地

阪神調剤薬局 奈良帝塚
山店 奈良県奈良市三碓町2073－５

居宅 居宅療養管理指導
介護予防 居宅療養管理指導 平成28年12月１日

株式会社 阪神調剤薬局 兵庫県芦屋市大桝町１番18号

（平成28年12月13日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第808号
生活保護法（昭和25年法律第144号）第55条第１項の規

定により施術者の指定をしましたので、同法第55条の３の
規定により次のとおり告示します。
平成28年12月13日

奈良市長 仲 川 元 庸

指定施術者の氏名
施術の種類 指定年月日

施術所の名称 施術所の所在地

高栁 麗子

あんま 平成28年５月23日
株式会社フレアス 奈良県奈良市白毫寺町835番地

の１ 大和紀寺ビル305号

高栁 麗子

はり・きゅう 平成28年５月23日
株式会社フレアス 奈良県奈良市白毫寺町835番地

の１ 大和紀寺ビル305号



（平成28年12月13日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第809号
奈良市自転車等の安全利用に関する条例（昭和59年奈良
市条例第23号）第９条の規定により自転車等放置禁止区域
内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管し
たので、同条例第10条第１項の規定により告示します。
平成28年12月13日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 移動理由
自転車等放置禁止区域に放置されていたため。

２ 移動年月日
平成28年12月13日

３ 移動対象区域
ＪＲ奈良駅周辺及び近鉄新大宮駅周辺自転車等放置禁
止区域
以下省略

（平成28年12月13日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第810号
奈良市観光自動車駐車場条例（平成12年奈良市条例第17
号）第３条の３第２項の規定により次のとおり臨時に開場
します。
平成28年12月14日

奈良市長 仲 川 元 庸

（平成28年12月14日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第811号
平成28年度後期高齢者医療保険料額決定通知書兼納入通
知書を郵送しましたが、その送達を受けるべき者の住所等
が不明のため送達することができないので、高齢者の医療
の確保に関する法律（昭和57年法律第80号）第112条にお
いて準用する地方税法（昭和25年法律第226号）第20条の
２の規定により、別紙のとおり公示送達します。
なお、この公示送達に係る関係書類は、保健福祉部保険
医療室福祉医療課で保管し、送達を受けるべき者から交付
の申出があればいつでも交付します。
平成28年12月14日

奈良市長 仲 川 元 庸
別紙省略

（平成28年12月14日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第812号
次のとおり一般競争入札に付しますので、地方自治法施
行令（昭和22年政令第16号）第167条の６第１項及び奈良
市契約規則（昭和40年奈良市規則第43号）第２条の規定に
より公告します。

平成28年12月15日
奈良市長 仲 川 元 庸

１ 入札に付する事項
⑴ 業 務 名 橋梁定期点検業務委託（法華寺町地内他

・北部第496号線（神明橋）他）
⑵ 業務場所 奈良市法華寺町地内他
⑶ 業務期間 契約の日から平成29年３月31日まで
⑷ 業務概要 橋梁定期点検業務 一式

•神明橋（Ｌ＝9.4ｍ Ｗ＝4.0ｍ）
他31橋

以下省略
（平成28年12月15日掲示済）

―――――――――――――――――――
奈良市告示第813号
次のとおり一般競争入札に付しますので、地方自治法施
行令（昭和22年政令第16号）第167条の６第１項及び奈良
市契約規則（昭和40年奈良市規則第43号）第２条の規定に
より公告します。
平成28年12月15日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 入札に付する事項
⑴ 工 事 名 佐保川小学校他１校空調設備改修工事
⑵ 工事場所 奈良市法蓮町229番地の１他
⑶ 工事期間 契約の日から平成29年３月17日まで
⑷ 工事概要 機械設備工事一式 電気設備工事一式
⑸ 予定価格 8,180千円

（消費税及び地方消費税を除く。）
⑹ 最低制限基準価格 6,916千円

（消費税及び地方消費税を除く。）
以下省略

（平成28年12月15日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第814号
次のとおり電子入札による一般競争入札に付しますので、
地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の６第
１項及び奈良市契約規則（昭和40年奈良市規則第43号）第
２条の規定により公告します。
平成28年12月15日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 入札に付する事項

道路修繕工事（山町地内・南部第452号線）ほか６件
（各工事の工事件名、工事場所、工期、工事概要、予定
価格、最低制限基準価格及び最低制限モデル型算出価格
は別表のとおり）
以下省略

（平成28年12月15日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第815号
奈良市自転車等の安全利用に関する条例（昭和59年奈良
市条例第23号）第９条の規定により自転車等放置禁止区域
内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管し
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施 設 名 臨時に開場する日時

奈良市転害門前観光
駐車場

平成28年12月31日午後８時～
平成29年１月１日午前８時



たので、同条例第10条第１項の規定により告示します。
平成28年12月15日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 移動理由
自転車等放置禁止区域に放置されていたため。

２ 移動年月日
平成28年12月15日

３ 移動対象区域
ＪＲ奈良駅周辺、近鉄学園前駅周辺及び近鉄富雄駅周
辺自転車等放置禁止区域
以下省略

（平成28年12月15日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第816号
奈良市自転車等の安全利用に関する条例（昭和59年奈良
市条例第23号）第９条の規定により自転車等放置禁止区域
内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管し
たので、同条例第10条第１項の規定により告示します。
平成28年12月16日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 移動理由
自転車等放置禁止区域に放置されていたため。

２ 移動年月日
平成28年12月16日

３ 移動対象区域
ＪＲ奈良駅周辺及び近鉄新大宮駅周辺自転車等放置禁
止区域
以下省略

（平成28年12月16日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第817号
奈良市観光案内所規則（平成21年奈良市規則第60号）第
５条ただし書及び第６条第２項の規定により、次のとおり
観光案内所を臨時に休館するとともに、開館時間を変更し
ます。
平成28年12月16日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 休館日

２ 開館時間の変更
平成28年12月31日及び平成29年１月１日の開館時間を
次のとおりとする。

（平成28年12月16日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第818号
奈良市自転車等の安全利用に関する条例（昭和59年奈良
市条例第23号）第９条の規定により自転車等放置禁止区域
内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管し
たので、同条例第10条第１項の規定により告示します。
平成28年12月19日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 移動理由

自転車等放置禁止区域に放置されていたため。
２ 移動年月日

平成28年12月17日
３ 移動対象区域

ＪＲ奈良駅周辺及び近鉄奈良駅周辺自転車等放置禁止
区域
以下省略

（平成28年12月19日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第819号
平成28年奈良市議会12月定例会において成立した次に掲
げる予算の要領を地方自治法（昭和22年法律第67号）第
219条第２項の規定により別紙のとおり公表します。
平成28年12月19日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 平成28年度奈良市一般会計補正予算（第３号）
２ 平成28年度奈良市国民健康保険特別会計補正予算（第
２号）
３ 平成28年度奈良市土地区画整理事業特別会計補正予算
（第１号）
４ 平成28年度奈良市介護保険特別会計補正予算（第３号
）
５ 平成28年度奈良市病院事業会計補正予算（第１号）
６ 平成28年度奈良市水道事業会計補正予算（第１号）
７ 平成28年度奈良市都祁水道事業会計補正予算（第１号
）
８ 平成28年度奈良市月ヶ瀬簡易水道事業会計補正予算（
第１号）
９ 平成28年度奈良市下水道事業会計補正予算（第１号）
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施 設 名 休 館 日

奈良市観光センター 平成28年12月31日～
平成29年１月３日

施 設 名 開館時間

奈良市近鉄奈良駅
観光案内所

平成28年12月31日
午前９時から午後12時まで
平成29年１月１日
午前０時から午前６時まで
及び午前９時から午後９時まで
（12月31日夕方から翌１月１日
まで終夜開館）

奈良市総合観光案
内所
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（平成28年12月19日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第820号
都市計画法（昭和43年法律第100号）第36条第３項の規
定により、開発行為に関する工事が完了したことを次のと
おり公告します。
なお、当該開発区域を表示した図書は、奈良市都市整備
部開発指導課において一般の閲覧に供します。
平成28年12月19日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 許可の年月日及び番号
平成28年８月12日 奈良市指令整開 第16Ａ－16号

２ 検査済証の交付年月日及び番号
開発行為 平成28年12月19日 第1549号
公共施設 平成28年12月19日 第740号

３ 開発区域に含まれる地域
奈良市学園朝日元町一丁目1898番１、1898番５、1898
番６、1898番20、1898番23、1898番24、1898番25、1898
番31、1898番33、1898番34及び1899番14
４ 開発許可を受けた者の住所及び氏名

奈良市左京三丁目18番地の20
有限会社友舞 代表取締役 沖汐 弘美

５ 公共施設の種類、位置及び区域
⑴ 道路
奈良市学園朝日元町一丁目1898番23の一部及び1898
番31

⑵ 公園
奈良市学園朝日元町一丁目1898番６の一部及び1899
番14の一部

（平成28年12月19日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第821号
都市計画法（昭和43年法律第100号）第19条第１項の規
定により大和都市計画（奈良国際文化観光都市建設計画）
地区計画を決定しましたので、同法第20条第１項の規定に
より次のとおり告示し、同条第２項の規定により当該都市
計画の図書を奈良市都市整備部都市計画課において公衆の
縦覧に供します。
平成28年12月20日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 決定に係る都市計画の種類及び名称
大和都市計画（奈良国際文化観光都市建設計画）地区
計画
左京五丁目地区計画

２ 決定に係る都市計画を定める土地の区域
奈良市左京五丁目の一部

（平成28年12月20日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第822号
都市計画法（昭和43年法律第100号）第21条第２項にお
いて準用する同法第19条第１項の規定により大和都市計画
（奈良国際文化観光都市建設計画）生産緑地地区を変更し
ましたので、同法第21条第２項において準用する同法第20
条第１項の規定により次のとおり告示し、同条第２項の規
定により当該都市計画の図書を奈良市都市整備部都市計画
課において公衆の縦覧に供します。
平成28年12月20日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 変更に係る都市計画の種類

大和都市計画（奈良国際文化観光都市建設計画）生産
緑地地区
２ 変更に係る都市計画を定める土地の区域

奈良市秋篠町、学園南三丁目、西大寺芝町二丁目、三
条大路三丁目、敷島町一丁目、敷島町二丁目、四条大路
五丁目、平松二丁目、平松三丁目、平松五丁目、法蓮町、
三碓三丁目及び六条一丁目の各一部

（平成28年12月20日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第823号
農業振興地域の整備に関する法律（昭和44年法律第58号
）第８条第１項の規定に基づき定めた農業振興地域整備計
画は、同法第13条の規定に基づき変更しましたので、同条
第４項において準用する同法第12条第１項の規定に基づき
公告し、当該変更後の農業振興地域整備計画書の写しを同
法第13条第４項において準用する同法第12条第２項の規定
に基づき、次のとおり縦覧に供します。
平成28年12月20日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 変更した農業振興地域整備計画の名称

奈良農業振興地域整備計画
２ 変更後の農業振興地域整備計画書の写しの縦覧場所

奈良市二条大路南一丁目１番１号
奈良市観光経済部農林課内

（平成28年12月20日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第824号
生活保護法（昭和25年法律第144号）第49条の規定によ
り医療機関を指定しましたので、同法第55条の３の規定に
より告示します。
平成28年12月20日

奈良市長 仲 川 元 庸
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医療機関の名称 医療機関の所在地 指定年月日

あかね薬局 奈良県奈良市朱雀五丁目17番地１－１ 平成28年12月１日



（平成28年12月20日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第826号
都市計画法（昭和43年法律第100号）第36条第３項の規
定により、開発行為に関する工事が完了したことを次のと
おり公告します。
なお、当該開発区域を表示した図書は、奈良市都市整備
部開発指導課において一般の閲覧に供します。
平成28年12月20日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 許可の年月日及び番号
平成28年11月１日 奈良市指令整開 第16Ａ－31号

２ 検査済証の交付年月日及び番号
開発行為 平成28年12月20日 第1550号
公共施設 平成28年12月20日 第741号

３ 開発区域に含まれる地域
奈良市中山町132番１の一部、132番２の一部、134番

１の一部及び134番２の一部
４ 開発許可を受けた者の住所及び氏名

奈良市中山町1358番地
岡田 宗子
奈良市中山町1329番地
寺岡 須美子

５ 公共施設の種類、位置及び区域
⑴ 道路
奈良市中山町132番１の一部及び134番１の一部

（平成28年12月20日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第827号
都市計画法（昭和43年法律第100号）第36条第３項の規
定により、開発行為に関する工事が完了したことを次のと
おり公告します。
なお、当該開発区域を表示した図書は、奈良市都市整備
部開発指導課において一般の閲覧に供します。
平成28年12月20日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 許可の年月日及び番号

平成28年８月30日 奈良市指令整開 第16Ａ－25号
２ 検査済証の交付年月日及び番号

開発行為 平成28年12月20日 第1551号
公共施設 平成28年12月20日 第742号

３ 開発区域に含まれる地域
奈良市南京終町三丁目402番１

４ 開発許可を受けた者の住所及び氏名
奈良市朱雀三丁目１－７
株式会社楓工務店 代表取締役 田尻 忠義

５ 公共施設の種類、位置及び区域
⑴ 道路

奈良市南京終町三丁目402番１の一部
⑵ 下水道

奈良市南京終町三丁目402番１の一部
（平成28年12月20日掲示済）

―――――――――――――――――――
奈良市告示第828号
都市計画法（昭和43年法律第100号）第36条第３項の規
定により、開発行為に関する工事が完了したことを次のと
おり公告します。
なお、当該開発区域を表示した図書は、奈良市都市整備
部開発指導課において一般の閲覧に供します。
平成28年12月21日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 許可の年月日及び番号

平成27年12月１日 奈良市指令都整開 第15Ａ－33号
平成28年11月29日 奈良市指令都整開

第15Ａ－33－１号
２ 検査済証の交付年月日及び番号

開発行為 平成28年12月21日 第1552号
公共施設 平成28年12月21日 第743号

３ 開発区域に含まれる地域
奈良市疋田町407番11、407番111、407番112、407番
113、407番114、407番115、407番116、407番117、407番
118、407番119、407番120、407番121、407番122、407番
123、407番124、407番125、407番126、407番127、407番
128、407番129、407番130、407番131、407番132、407番
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（平成28年12月20日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第825号
生活保護法（昭和25年法律第144号）第55条第１項の規

定により施術者の指定をしましたので、同法第55条の３の
規定により次のとおり告示します。
平成28年12月20日

奈良市長 仲 川 元 庸

指定施術者の氏名
施術の種類 指定年月日

施術所の名称 施術所の所在地

藤本 和希

あんま 平成28年６月13日
株式会社フレアス 奈良県奈良市白毫寺町835番地

の１ 大和紀寺ビル305号

藤本 和希

はり・きゅう 平成28年６月13日
株式会社フレアス 奈良県奈良市白毫寺町835番地

の１ 大和紀寺ビル305号



133、413番１、413番４、413番５、413番６、413番７、
413番８、413番９、419番３、419番４、419番５、419番
６、419番７、420番１、420番２、420番３、420番４、
420番５及び420番６
４ 開発許可を受けた者の住所及び氏名

大阪市中央区瓦町二丁目４番５号
三都住建株式会社 代表取締役 五十嵐 直秀

５ 公共施設の種類、位置及び区域
⑴ 道路
奈良市疋田町407番11、407番111、407番112、407番
113、407番114、407番115、407番116、413番１、413
番４、413番５、419番３、419番４、420番１及び420
番２

⑵ 下水道
奈良市疋田町407番11、407番111、407番112、407番
113、407番114、407番115、407番116、413番１、413
番４、413番５、419番３、419番４、420番１及び420
番２

⑶ 公園
奈良市疋田町407番117

⑷ 防火水槽
奈良市疋田町407番118

（平成28年12月21日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第829号
奈良市グリーンホールの指定管理者を指定したので、奈
良市公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する
条例（平成17年奈良市条例第85号）第４条第３項の規定に
より次のとおり告示します。
平成28年12月21日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 指定管理者を指定する公の施設
奈良市中登美ヶ丘三丁目1994番地の10
奈良市グリーンホール

２ 指定管理者の所在地及び名称
奈良市鶴舞東町１番79－101号 鶴舞保育園内
グリーンファミリー
会長 芦田 一彦

３ 指定管理者の指定の期間
平成29年４月１日から平成30年３月31日まで

４ 指定管理者が行う業務の範囲
⑴ 奈良市グリーンホール条例第３条に規定する事業の
実施に関すること。

⑵ 奈良市グリーンホールの使用承認及び使用制限に関
すること。

⑶ 奈良市グリーンホールの施設及び附属設備の維持管
理に関すること。

⑷ その他市長が定めること。
（平成28年12月21日掲示済）

―――――――――――――――――――
奈良市告示第830号

奈良町からくりおもちゃ館の指定管理者を指定したので、
奈良市公の施設における指定管理者の指定の手続等に関す
る条例（平成17年奈良市条例第85号）第４条第３項の規定
により次のとおり告示します。
平成28年12月21日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 指定管理者を指定する公の施設

奈良市陰陽町７番地
奈良町からくりおもちゃ館

２ 指定管理者の所在地及び名称
奈良市薬師堂町31番地
特定非営利活動法人からくりおもちゃ塾奈良町
理事長 鎌田 道隆

３ 指定管理者の指定の期間
平成29年４月１日から平成34年３月31日まで

４ 指定管理者が行う業務の範囲
⑴ 奈良町からくりおもちゃ館条例第３条に規定する事
業の実施に関すること。
⑵ 奈良町からくりおもちゃ館の利用制限に関すること。
⑶ 奈良町からくりおもちゃ館の施設及び附属設備の維
持管理に関すること。
⑷ その他市長が定めること。

（平成28年12月21日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第831号
平成28年度国民健康保険料決定通知書を郵送しましたが、
その送達を受けるべき者の住所等が不明のため送達するこ
とができないので奈良市国民健康保険条例（昭和34年奈良
市条例第13号）第22条において準用する地方税法（昭和25
年法律第226号）第20条の２の規定により、次のとおり公
示送達します。
なお、この公示送達に係る関係書類は、奈良市保健福祉
部国保年金課で保管し、送達を受けるべき者から交付の申
し出があればいつでも交付します。
平成28年12月26日

奈良市長 仲 川 元 庸

―64―

平成29年８月22日
（火 曜 日）第336号 奈 良 市 公 報



別紙省略
（平成28年12月26日掲示済）

―――――――――――――――――――
奈良市告示第832号
建築基準法（昭和25年法律第201号）第48条第14項の規
定により同条第１項ただし書の規定による特例許可につい
ての公開による意見の聴取を行いますので、同条第15項の
規定により次のとおり告示します。
平成28年12月26日

奈良市長 仲 川 元 庸

１ この許可に利害関係を有する方はご出席ください。
２ この公開による意見の聴取の詳しいことについては、
奈良市都市整備部建築指導課までお問い合わせください。
電話：0742－34－4750（直通）

（平成28年12月26日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第833号
生活保護法（昭和25年法律第144号）第50条の２の規定
により指定医療機関から事業を休止した旨の届出がありま
したので、同法第55条の３の規定により次のとおり告示し
ます。
平成28年12月26日

奈良市長 仲 川 元 庸
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１ この通知書の送達年月日 平成28年６月15日

２ この公示送達により
変更する納期

変

更

前

第１期分 第６期分
平成28年６月30日 平成28年11月30日

第２期分 第７期分
平成28年８月１日 平成28年12月28日

第３期分 第８期分
平成28年８月31日 平成29年１月31日

第４期分 第９期分
平成28年９月30日 平成29年２月28日

第５期分 第10期分
平成28年10月31日 平成29年３月31日

変

更

後

第１期分 第６期分
平成29年１月31日 平成29年１月31日

第２期分 第７期分
平成29年１月31日 平成29年１月31日

第３期分 第８期分
平成29年１月31日 平成29年１月31日

第４期分 第９期分
平成29年１月31日 平成29年２月28日

第５期分 第10期分
平成29年１月31日 平成29年３月31日

３ 送達を受けるべき者 別紙公示送達名簿に記載

期 日 平成29年１月24日（火曜日）
午後７時から（１時間程度）

場 所 奈良市百楽園四丁目１番１号
奈良市立青和こども園 リズム室

申

請

内

容

申請の要旨

第一種低層住居専用地域内に所在する、
青和こども園で調理した給食を鶴舞こ
ども園へ配送することにより、建築基
準法上の用途制限が工場に該当するた
め。

申 請 者 奈良市長 仲川 元庸

申 請 場 所 奈良市百楽園四丁目１番１号

医療機関の名称 医療機関の所在地 休止年月日

橋本歯科医院 奈良県奈良市大宮町六丁目３－21 平成28年10月31日



（平成28年12月26日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第835号
奈良市自転車等の安全利用に関する条例（昭和59年奈良
市条例第23号）第９条の規定により自転車等放置禁止区域
内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管し
たので、同条例第10条第１項の規定により告示します。
平成28年12月26日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 移動理由
自転車等放置禁止区域に放置されていたため。

２ 移動年月日
平成28年12月20日

３ 移動対象区域
ＪＲ奈良駅周辺、近鉄大和西大寺駅周辺及び近鉄西ノ
京駅周辺自転車等放置禁止区域
以下省略

（平成28年12月26日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第836号
奈良市子ども発達センターの指定管理者を指定したので、
奈良市公の施設における指定管理者の指定の手続等に関す
る条例（平成17年奈良市条例第85号）第４条第３項の規定
により次のとおり告示します。
平成28年12月26日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 指定管理者を指定する公の施設
奈良市紀寺町580番地の２
奈良市子ども発達センター

２ 指定管理者の所在地及び名称
生駒市元町二丁目14番８号
社会福祉法人宝山寺福祉事業団
理事長 辻村 泰範

３ 指定管理者の指定の期間
平成29年４月１日から平成34年３月31日まで

４ 指定管理者が行う業務の範囲

⑴ 奈良市子ども発達センター条例第３条（第２号を除
く。）に規定する事業の実施に関すること。
⑵ センター施設及び附属設備の維持管理に関すること。
⑶ その他市長が定めること。

（平成28年12月26日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第837号
都市計画法（昭和43年法律第100号）第36条第３項の規
定により、開発行為に関する工事が完了したことを次のと
おり公告します。
なお、当該開発区域を表示した図書は、奈良市都市整備
部開発指導課において一般の閲覧に供します。
平成28年12月27日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 許可の年月日及び番号

平成28年９月13日 奈良市指令整開 第16Ａ－27号
平成28年12月14日 奈良市指令整開

第16Ａ－27－１号
２ 検査済証の交付年月日及び番号

開発行為 平成28年12月27日 第1553号
公共施設 平成28年12月27日 第744号

３ 開発区域に含まれる地域
奈良市平松一丁目98番１の一部、98番２の一部、98番
３の一部、98番４、103番１の一部及び103番２の一部
４ 開発許可を受けた者の住所及び氏名

奈良市西城戸町１番地の４
株式会社八州エイジェント
代表取締役 河合 浩

５ 公共施設の種類、位置及び区域
⑴ 道路

奈良市平松一丁目98番１の一部、98番２の一部、98
番３の一部、98番４の一部、103番１の一部及び103番
２の一部
⑵ 下水道

奈良市平松一丁目98番１の一部、98番２の一部及び
103番１の一部
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（平成28年12月26日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第834号
生活保護法（昭和25年法律第144号）第55条第２項にお
いて準用する同法第50条の２の規定により施術者から事業

を廃止した旨の届出がありましたので、同法第５５条の３
の規定により次のとおり告示します。
平成28年12月26日

奈良市長 仲 川 元 庸

指定施術者の氏名
廃止した施術の種類 廃止年月日

施術所の名称 施術所の所在地

杉本 清彦

あんま 平成28年６月12日
株式会社フレアス 奈良県奈良市白毫寺町835番地

の１ 大和紀寺ビル305号

杉本 清彦

はり・きゅう 平成28年６月12日
株式会社フレアス 奈良県奈良市白毫寺町835番地

の１ 大和紀寺ビル305号



（平成28年12月27日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第838号
建築基準法（昭和25年法律第201号）第42条第１項第５
号の規定による道路の位置を次のとおり指定したので建築
基準法施行規則（昭和25年建設省令第40号）第10条の規定
により公告します。
平成28年12月27日

奈良市長 仲 川 元 庸

（平成28年12月27日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第839号
農業経営基盤強化促進法（昭和55年法律第65号）第18条
第１項の規定に基づき農用地利用集積計画を定めたので、
同法第19条の規定に基づき公告し、当該農用地利用集積計
画を次のとおり縦覧します。
平成28年12月27日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 農用地利用集積計画の縦覧場所
奈良市二条大路南一丁目１番１号
奈良市観光経済部農林課内

（平成28年12月27日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第840号
都市計画法（昭和43年法律第100号）第36条第３項の規
定により、開発行為に関する工事が完了したことを次のと
おり公告します。
なお、当該開発区域を表示した図書は、奈良市都市整備
部開発指導課において一般の閲覧に供します。
平成28年12月27日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 許可の年月日及び番号
平成28年６月１日 奈良市指令整開 第16Ａ－１号

２ 検査済証の交付年月日及び番号
開発行為 平成28年12月27日 第1554号
公共施設 平成28年12月27日 第745号

３ 開発区域に含まれる地域
奈良市疋田町三丁目470番９、470番10の一部、470
番11の一部、470番42の一部、470番43の一部及び545

番１の一部
４ 開発許可を受けた者の住所及び氏名

奈良市六条町113番４
株式会社栗実住宅 代表取締役 國原 正記

５ 公共施設の種類、位置及び区域
⑴ 道路

奈良市疋田町三丁目470番９の一部、470番10の一部、
470番11の一部、470番42の一部、470番43の一部及び
545番１の一部
⑵ 下水道

奈良市疋田町三丁目470番９の一部、470番43の一部
及び545番１の一部

（平成28年12月27日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第841号
建築基準法（昭和25年法律第201号）第42条第１項第５
号の規定による道路の位置を次のとおり指定したので建築
基準法施行規則（昭和25年建設省令第40号）第10条の規定
により公告します。
平成28年12月28日

奈良市長 仲 川 元 庸

（平成28年12月28日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第842号
奈良市地域集会所建築費補助金交付要綱の一部を改正す
る告示を次のように定める。
平成28年12月28日

奈良市長 仲 川 元 庸
奈良市地域集会所建築費補助金交付要綱の一部を改
正する告示

奈良市地域集会所建築費補助金交付要綱（平成８年奈良
市告示第195号）の一部を次のように改正する。
第５条の見出し中「再補助」の次に「等」を加え、同条
第１項中「により」を「による」に改め、「交付」の次に
「又は他の公的な補助等」を加え、同条第２項中「により
補助金の交付」を「による補助金の交付若しくは他の公的
な補助等」に改め、「の補助金の交付」の次に「又は他の
公的な補助等」を加える。
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申請者住所 奈良市法蓮町1987－１

申請者氏名 有限会社 やすらぎ住宅
取締役 前田 徳幸

道路の位置 奈良市東九条町583番地の一部

道路の幅員 最大6.00ｍ 最小4.00ｍ

道路の延長 26.87ｍ

指定年月日 平成28年12月27日

指 定 番 号 第Ｈ2810号

申請者住所 奈良市法華寺町1435番地１

申請者氏名 アライヴホーム株式会社
代表取締役 金田 福太郎

道路の位置 奈良市三碓三丁目114番１、115番４、
120番２、2416番１

道路の幅員 最大6.38ｍ 最小6.00ｍ

道路の延長 22.26ｍ

指定年月日 平成28年12月28日

指 定 番 号 第Ｈ2816号



附 則
この告示は、平成29年４月１日から施行する。

（平成28年12月28日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第843号
地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第158条第１
項の規定により、次のとおり徴収の事務を委託したので、
同条第２項の規定により告示します。
平成28年12月28日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 受託者・徴収事務

２ 委託の期間

（平成28年12月28日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第844号
国税徴収法（昭和34年法律第147号）第55条の規定に基
づく担保権設定等財産の差押通知書については、その送達
を受けるべき者の住所等が不明のため送達することができ
ないので、地方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２
第１項の規定により、次のとおり公示送達します。
なお、この公示送達に係る関係書類は、財務部税務室滞
納整理課で保管し、送達を受けるべき者から交付の申出が
あればいつでも交付します。
平成28年12月28日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 送達をすべき文書
担保権設定等財産の差押通知書

２ 送達を受けるべき者
省略

（平成28年12月28日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第845号
国税徴収法（昭和34年法律第147号）第55条の規定に基
づく担保権設定等財産の差押通知書及び同法第81条の規定
に基づく差押解除通知書については、その送達を受けるべ
き者の住所等が不明のため送達することができないので、
地方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２第１項の規
定により、次のとおり公示送達します。
なお、この公示送達に係る関係書類は、財務部税務室滞
納整理課で保管し、送達を受けるべき者から交付の申出が
あればいつでも交付します。
平成28年12月28日

奈良市長 仲 川 元 庸

１ 送達をすべき文書
担保権設定等財産の差押通知書、差押解除通知書

２ 送達を受けるべき者
省略

（平成28年12月28日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第846号
国税徴収法（昭和34年法律第147号）第68条の規定に基
づく差押書については、その送達を受けるべき者の住所等
が不明のため送達することができないので、地方税法（昭
和25年法律第226号）第20条の２第１項の規定により、次
のとおり公示送達します。
なお、この公示送達に係る関係書類は、財務部税務室滞
納整理課で保管し、送達を受けるべき者から交付の申出が
あればいつでも交付します。
平成28年12月28日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 送達をすべき文書

差押書
２ 送達を受けるべき者

省略
（平成28年12月28日掲示済）

監 査
奈良市監査委員告示第21号
地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第４項の規
定により定期監査を実施したので、その結果を同条第９項
の規定により公表します。
平成28年12月27日

奈良市監査委員 東 口 喜代一
同 中 本 勝
同 柿 本 元 気
同 東久保 耕 也

奈 監 第 55 号
平成28年12月27日

奈 良 市 長 仲 川 元 庸 様
奈 良 市 議 会 議 長 浅 川 仁 様
奈良市教育委員会委員長 杉 江 雅 彦 様

奈良市監査委員 東 口 喜代一
同 中 本 勝
同 柿 本 元 気
同 東久保 耕 也

定期監査の結果について
地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第４項の規
定により定期監査を実施したので、その結果を同条第９項
の規定により報告します。
１ 監査対象

市民生活部 病院管理課 交通政策課 住宅課
月ヶ瀬行政センター 総務住民課 地域振興課
都祁行政センター 総務住民課 地域振興課
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受 託 者 徴収事務

奈良市芝辻町三丁目８番21号
株式会社シティサービス
代表取締役 赤川 義之

奈良市北部会館駐車
場使用料

委 託 の 期 間

平成27年５月１日から平成31年６月30日まで



東部出張所
北部出張所
子ども未来部
幼稚園 東登美ヶ丘 三碓
こども園 富雄南

環境部
環境事業室 リサイクル推進課
まち美化推進課 土地改良清美事務所
（奈良阪処分地管理事務所を含む。）
クリーンセンター建設準備課

（教育委員会）
教育委員会事務局 教育政策課
教育総務部 教職員課 文化財課

埋蔵文化財調査センター
図書館政策課
（図書館（中央、西部、北部）を含む。）

中学校 都南 登美ヶ丘北 富雄南 都跡
小学校 済美南 東登美ヶ丘 富雄南 三碓

学校教育部
教育センター 教育支援課（教員支援室を含む。）
教育相談課

（消防局）
災害対策室 消防課
情報救急室 指令課

２ 監査期間
平成28年10月12日～同年12月26日

３ 監査方法
平成28年度の財務に関する事務の執行について、あら

かじめ求めた平成28年８月末日現在の資料に基づき、関
係職員からの事情聴取とともに、関係書類の通査、照合
等を行う方法で実施した。
４ 監査結果

監査した財務に関する事務は、おおむね適正かつ効率
的に執行されているものと認められたが、一部において
改善を要する事例が見受けられたので、その措置を講じ
られたい。
なお、指摘事項について措置を講じた場合は、地方自

治法第199条第12項の規定に基づき、その旨を通知され
たい。
市民生活部
病院管理課
柳生診療所の施設修繕については、原材料費から

施設修繕料に予算流用して執行していたが、支出負
担行為書の起票日が、予算流用通知書の確定日より
前の日付になっていた。支出負担行為書は、地方自
治法第232条の３の規定に則り、予算流用通知書の
確定日以後の日付で起票されたい。
交通政策課
⑴ 放置自転車等の移動・保管手数料用の領収書綴
について、所管課は、連番を付さないまま徴収事
務の受託者に渡しており、使用済みの領収書綴の

回収も行っていなかった。また、受託者が作成し
た納入通知書の金額と収入状況の報告書を納入前
に確認しているが、領収書控えとの照合は行って
いなかった。領収書綴は、連番を付した上で受託
者へ渡すとともに、受渡し状況を適正に管理する
ため、領収書管理台帳を作成されたい。また、徴
収した手数料の納入の際には、納入通知書の金額
と領収書控えとの照合も併せて行われたい。
⑵ 切手類受払簿に記載されている切手等の残枚数
と実際の残枚数が一致していなかった。また、月
末ごとに残高等の所属長の決裁を受けていなかっ
た。切手類は、金銭等価物であるため適正に管理
し、「切手等郵送料の取扱いについて」（平成23年
３月４日付け奈総文第23号）の通知に基づき、適
宜、切手類受払簿の記載内容と切手等の残枚数の
確認を行い、所属長の決裁を受けられたい。
⑶ 生活路線バス運行委託、契約自主運行バス（月
瀬線）運行委託契約及び近鉄大和西大寺駅構内委
託契約については、地方自治法施行令第167条の
２第１項第２号により随意契約しているが、予定
価格調書が作成されておらず、見積書の徴取も行
われていなかった。奈良市契約規則第10条、第18
条及び第18条の２第１項の規定に則り、予定価格
調書を作成するとともに、見積書を徴取するよう、
適正な契約事務を行われたい。
住宅課
市営住宅ほかの敷地内での配電用支持物及び電気
通信線路設備の設置に対し、行政財産の目的外使用
を許可する場合の使用料については、奈良市行政財
産使用料条例第４条第２項の規定により、奈良市道
路占用料に関する条例別表の規定を準用することと
されている。しかし、国道での占用料の取扱いを定
めた「道路法施行令及び道路整備特別措置法施行令
の一部を改正する政令の施行について」の一部改正
通知に従い、支柱及び支線の使用料を誤って免除す
る取扱いを行った事例が２件あった。適正な事務処
理を行われたい。
月ヶ瀬行政センター
地域振興課
⑴ 梅の郷月ヶ瀬温泉での自動販売機の設置に対し、
行政財産の目的外使用を許可する場合の屋内設置
分の使用料については、奈良市行政財産使用料条
例第４条第１項に規定されている使用料算定率に
よるものとされている。しかし、誤って条例改正
前の算定率による使用料を徴収していた。条例改
正後の算定率による使用料を徴収されたい。
⑵ 月ヶ瀬梅の資料館での自動販売機の設置に対し、
行政財産の目的外使用の許可を行っているが、奈
良市公有財産規則第25条の規定による光熱水費等
を徴収していなかった。当該自動販売機にかかる
電気料金相当分を自動販売機設置者から徴収され
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たい。
⑶ 月ヶ瀬梅林公園管理業務委託契約については、
地方自治法施行令第167条の２第１項第２号によ
り随意契約しているが、仕様書に記載のない梅林
公園境界杭設置測量委託業務及び梅林公園枝垂れ
梅用棚施工業務が見積書に記載されており、また、
所管課はその業務の再委託依頼を承認していた。
これらの業務は当該委託契約の目的である梅林公
園管理業務の範囲を超えており、随意契約ができ
る理由にも該当しない業務である。また、仕様書
には業務範囲と実施回数を明確に記載していな
かった。委託内容を精査し、仕様書に業務範囲と
実施回数を明確に記載されたい。

都祁行政センター
地域振興課
都祁交流センター敷地内での配電用支持物の設置

に対し、行政財産の目的外使用を許可する場合の使
用料について、申請書に電柱の本数の一部記載漏れ
があり、また、支線の使用料を徴収していない事例
があった。申請書の内容と実際の状況を確認の上、
許可書を発行するとともに、適正な使用料の徴収を
行われたい。
北部出張所
⑴ 駐車場管理業務委託において、駐車場管理事務
処理基準に、駐車料金を徴収した日の翌月10日ま
でに金融機関に払い込むと定められている。委託
業者は、駐車料金を精算機から週２回回収し、１
か月分まとめて金融機関に入金しているが、回収
した駐車料金は、速やかに金融機関に払い込むよ
う、駐車場管理事務処理基準の見直しを行われた
い。また、駐車料金の徴収事務を当該業者に委託
しているが、地方自治法施行令第158条第２項の
規定による告示をしていなかった。適正な事務処
理を行われたい。

⑵ 戸籍住民基本台帳費の切手類受払簿において、
平成27年度末の残額と平成28年度への繰越額が一
致していなかった。切手類は金銭等価物であるた
め、繰越手続を正確に行い、適正に管理されたい。

環境部
リサイクル推進課
⑴ 資源回収品であるアルミ缶、スチール缶及び
ペットボトルは、委託業者が圧縮機でブロック状
に成形し、市に納入されており、委託業者が市に
提出する「日報」には、ブロック個数が記載され
ている。
一方、市がブロック状に成形された資源回収品

を引取業者へ売却する際、計量機で測定され、
「計量票」は市が保管している。
しかし、いずれもが別々に保管されており、担

当課で納入・搬出の記録が台帳で行われておらず、
現在、保有している資源回収品の残高のブロック

個数と総重量が把握できていない状態である。資
源回収品の入庫・出庫・残高の管理を台帳で行う
必要があることから、ルール等の作成を検討され
たい。
⑵ 収集車両のバックミラー型モニター、カメラの
取付け（車両修繕料）については、支出負担行為
書を起票する前に発注されていた。支出負担行為
書の起票は、地方自治法第232条の３及び奈良市
会計規則第24条第１項の規定に則り、適正な事務
処理を行われたい。

（教育委員会）
教育総務部
教職員課
切手類受払簿と切手等を照合したところ、郵便葉
書が現存しているものの、切手類受払簿にその内容
を記載していなかった。郵便葉書は金銭等価物であ
るため、購入の事実に基づき切手類受払簿に記載し、
適正に管理されたい。
文化財課
史跡大安寺旧境内保存用地ほかの敷地内での配電
用支持物及び電気通信線路設備の設置に対し、行政
財産の目的外使用を許可する場合の使用料について
は、奈良市行政財産使用料条例第４条第２項の規定
により、奈良市道路占用料に関する条例別表の規定
を準用することとされている。しかし、国道での占
用料の取扱いを定めた「道路法施行令及び道路整備
特別措置法施行令の一部を改正する政令の施行につ
いて」の一部改正通知に従い、支線の使用料を誤っ
て免除する取扱いを行った事例が２件あった。適正
な事務処理を行われたい。
埋蔵文化財調査センター
⑴ 埋蔵文化財発掘調査に伴う基準点測量委託につ
いて、地方自治法施行令第167条の２第１項第１
号により随意契約しているが、予定価格が設計金
額よりも高く決定されている事例があった。奈良
市契約規則第10条及び第18条の規定に則り、適正
に予定価格を決定されたい。
⑵ 切手類受払簿と切手等を照合したところ、レタ
ーパックを購入しているが、切手類受払簿にその
内容を記載していなかった。レターパックは金銭
等価物であるため、購入の事実に基づき切手類受
払簿に記載し、適正に管理されたい。
図書館政策課（図書館（中央、西部、北部）を含む。
）
臨時職員１人の賃金において、通勤手当の算定を
誤って支給していた。奈良市臨時職員に関する規則
第13条の規定に則り、適正に事務処理を行われたい。
学校教育部
教育センター
教育支援課（教員支援室を含む。）
教職員教科等研修経費の市内旅費において、市内
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旅行命令に基づき旅行した市立中学校教諭の旅費支
給時に、所得税を源泉徴収している事例があった。
当該旅費は源泉徴収の対象となる所得ではないため、
適正に支給されたい。

（消 防 局）
災害対策室
消防課
資機材等補給、夜間等緊急補給及び消防団活動用

として配備している備蓄ガソリン等の管理状況につ
いて、消防課はガソリンスタンドからの購入及び各
消防署への支給等の状況を記載した管理台帳を作成
していなかった。備蓄ガソリン等は、内部統制上の
リスクがあるため管理台帳を作成し、適正に管理さ
れたい。

（平成28年12月27日掲示済）

公 営 企 業
奈良市企業局管理規程第16号
奈良市企業局会計規程の一部を改正する規程を次のよう
に定める。
平成28年12月１日

奈良市公営企業管理者
池 田 修

奈良市企業局会計規程の一部を改正する規程
奈良市企業局会計規程（平成26年奈良市企業局管理規程
第９号）の一部を次のように改正する。
第４条中「定める課長」の次に「及び室長」を加える。
第41条第３項中「奈良都市計画下水道受益者負担に関す
る条例施行規程」を「奈良都市計画下水道事業受益者負担
に関する条例施行規程」に改める。
第46条第１項中、「、企業出納員が小切手を振り出して」

を「、口座振替の方法により」に改め、同項ただし書中「、
職員に支給する給与等に係る支払をするとき及び債権者か
ら申し出があったときは、現金により支払うことができ
る。」を「、次の各号のいずれかに該当する場合には、小
切手又は現金による方法で行うことができるものとする。」
に改め、同項に次の各号を加える。
⑴ 第38条に規定する支払
⑵ 第49条に規定する支払
⑶ 職員に支給する給与等に係る支払
⑷ 破産その他の原因により口座振替により支払うこと
ができない場合

⑸ 前各号に定めるもののほか、管理者が口座振替の方
法によりがたいと認めた場合

第121条第１項中「を作成し、財務課長に提出しなけれ
ばならない。」を「及び」に改め、「財務課長は、法第30条
に規定する」及び「、決算諸表と合わせて」を削る。

附 則
この規程は、平成28年12月１日から施行する。

（平成28年12月１日掲示済）

―――――――――――――――――――
奈良市企業局告示第87号
次のとおり一般競争入札に付しますので、地方自治法施
行令（昭和22年政令第16号）第167条の６第１項及び奈良
市企業局契約に関する規程（平成９年奈良市水道局管理規
程第４号）において準用する奈良市契約規則（昭和40年奈
良市規則第43号）第２条の規定により公告します。
平成28年12月１日

奈良市公営企業管理者
池 田 修

第１ 入札に付する事項
口径50粍配水枝管改良工事、奈良市宝来二丁目地内
他２件（発注番号、工事名称、工事場所、工期、予定価
格及び最低制限基準価格、参加資格等は別表のとおり）
以下省略

（平成28年12月１日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市企業局告示第88号
公共下水道の供用及び下水の処理を開始するので、下水
道法（昭和33年法律第79号）第９条の規定に基づき次のと
おり公示します。
その関係図書は、平成28年12月１日から２週間、奈良市
企業局管理部下水道計画管理課に備え置いて縦覧に供しま
す。
平成28年12月１日

奈良市公営企業管理者
池 田 修

１ 公共下水道の供用及び下水の処理を開始する年月日
平成28年12月15日

２－１ 公共下水道の供用及び下水の処理を開始する区域
奈良市富雄川西一丁目、山陵町、秋篠町、神殿町及び
左京五丁目の各一部
２－２ 公共汚水桝設置のうち、供用を開始する箇所

奈良市 中山町13番１、1512番１、押熊町2134番２、
佐紀町3221番、あやめ池南一丁目1123番３、西大寺国見
町一丁目2196番８、疋田町二丁目634番１、679番７、
679番８、あやめ池南八丁目900番26、900番183、西大寺
竜王町二丁目1495番１、1495番８、五条二丁目568番、
580番２、法蓮町367番７、578番１、三条大路五丁目494
番１、494番３、南肘塚町47番４、南京終町六丁目613番
５、杏町58番２、58番６、58番18
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４ 供用を開始する排水施設の合流式及び分流式の別
分流式

５ 終末処理場の位置及び名称
大和郡山市額田部南町160番地 奈良県浄化センター
奈良市朱雀三丁目13－１ 平城浄化センター

（平成28年12月１日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市企業局告示第89号
次のとおり一般競争入札に付しますので、地方自治法施
行令（昭和22年政令第16号）第167条の６第１項及び奈良
市企業局契約に関する規程（平成９年奈良市水道局管理規
程第４号）において準用する奈良市契約規則（昭和40年奈
良市規則第43号）第２条の規定により公告します。
平成28年12月15日

奈良市公営企業管理者
池 田 修

第１ 入札に付する事項
１ 業 務 名 鶴舞橋水管橋口径200粍配水支管布設替

えに伴う調査設計業務委託
２ 業務場所 奈良市鶴舞西町地内
３ 業務期間 契約日から平成29年３月31日まで
４ 業務概要 水管橋の更新工事に伴う詳細設計業務委

託
詳細設計業務…鶴舞橋橋梁添架水管橋１
式

５ 予定価格 6,360千円
（消費税及び地方消費税を除く。）

６ 最低制限基準価格 4,664千円

（消費税及び地方消費税を除く。）
以下省略

（平成28年12月15日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市企業局告示第90号
次のとおり一般競争入札に付しますので、地方自治法施
行令（昭和22年政令第16号）第167条の６第１項及び奈良
市企業局契約に関する規程（平成９年奈良市水道局管理規
程第４号）において準用する奈良市契約規則（昭和40年奈
良市規則第43号）第２条の規定により公告します。
平成28年12月15日

奈良市公営企業管理者
池 田 修

第１ 入札に付する事項
口径150粍配水支管改良工事、奈良市都祁白石町地内
他４件（発注番号、工事名称、工事場所、工期、予定価
格及び最低制限基準価格、参加資格等は別表のとおり）
以下省略

（平成28年12月15日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市企業局告示第91号
奈良市企業局指定給水装置工事事業者規程（平成10年奈
良市水道局管理規程第７号）第４条第１項の規定により奈
良市企業局指定給水装置工事事業者を指定したので、同規
程第10条の規定により次のとおり公示します。
平成28年12月19日

奈良市公営企業管理者
池 田 修
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３ 供用を開始する排水施設の位置

管 渠 番 号 起 点 終 点 備考

鳥見第２幹線－48 奈良市富雄川西一丁目26番９ 奈良市富雄川西一丁目26番８ ①

山陵第２幹線－107 奈良市山陵町850番12 奈良市山陵町850番３ ②

敷島幹線－162 奈良市秋篠町1058番32 奈良市秋篠町1052番18 ③

敷島幹線－163 奈良市秋篠町1058番32 奈良市秋篠町1055番２ ③

明治幹線－256 奈良市神殿町680番２ 奈良市神殿町678番３ ④

平城第３幹線－14 奈良市左京五丁目12番 奈良市左京五丁目３番２、３番３ ⑤

名 称 代表者氏名 所 在 地 指 定 日

𠮷藤設備 𠮷藤 倫義 奈良市杏町588番地の１ プラティークＴ101 平成28年12月16日

（平成28年12月19日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市企業局告示第92号
奈良市企業局指定給水装置工事事業者規程（平成10年奈
良市水道局管理規程第７号）第４条第１項の規定により奈

良市企業局指定給水装置工事事業者を指定したので、同規
程第10条の規定により次のとおり公示します。
平成28年12月27日

奈良市公営企業管理者
池 田 修

名 称 代表者氏名 所 在 地 指 定 日

株式会社 希隆設備 代表取締役
永尾 隆文 大阪府大阪市北区池田町１－１－120 平成28年12月21日



（平成28年12月27日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市企業局管理規程第17号
奈良市企業職員の給与の支給等に関する規程の一部を改
正する規程を次のように定める。
平成28年12月28日

奈良市公営企業管理者

池 田 修
奈良市企業職員の給与の支給等に関する規程の一部
を改正する規程

奈良市企業職員の給与の支給等に関する規程（昭和42年
奈良市水道局管理規程第５号）の一部を次のように改正す
る。
別表第１を次のように改める。
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別表第１（第２条関係）
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附 則
（施行期日等）
１ この規程は、公布の日から施行し、この規程による改
正後の奈良市企業職員の給与の支給等に関する規程（以
下「改正後の規程」という。）の規定は、平成28年４月
１日から適用する。
（給与の内払）
２ 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この
規程による改正前の奈良市企業職員の給与の支給等に関
する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の
規程の規定による給与の内払とみなす。
（委任）
３ 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要
な事項は、管理者が定める。

（平成28年12月28日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市企業局告示第93号
公共下水道の供用及び下水の処理を開始するので、下水

道法（昭和33年法律第79号）第９条の規定に基づき次のと
おり公示します。
その関係図書は、平成28年12月28日から２週間、奈良市
企業局管理部下水道計画管理課に備え置いて縦覧に供しま
す。
平成28年12月28日

奈良市公営企業管理者
池 田 修

１ 公共下水道の供用及び下水の処理を開始する年月日
平成29年１月11日

２－１ 公共下水道の供用及び下水の処理を開始する区域
奈良市西大寺北町二丁目の各一部

２－２ 公共汚水桝設置のうち、供用を開始する箇所
奈良市大宮町六丁目２番１、学園中三丁目1342番１、
1342番５、秋篠三和町一丁目366番１、平松二丁目241番
１、六条一丁目889番３、889番16、法華寺町1214番５、
1214番６、古市町1604番１、西九条町二丁目３番15、今
市町361番３、361番４、361番８
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３ 供用を開始する排水施設の位置

管 渠 番 号 起 点 終 点 備考

あやめ池北幹線－161 奈良市西大寺北町二丁目450番３ 奈良市西大寺北町二丁目458番１ ①

４ 供用を開始する排水施設の合流式及び分流式の別
分流式

５ 終末処理場の位置及び名称
大和郡山市額田部南町160番地 奈良県浄化センター

（平成28年12月28日掲示済）

消 防
奈良市消防局告示第６号
奈良市火災予防条例（昭和37年奈良市条例第12号）第54
条の２第１項の規定に基づく指定催しの指定をしたので、
同条第３項の規定に基づき公示します。
平成28年12月８日

奈良市消防局長 酒 井 孝 師

（平成28年12月８日掲示済）

教 育 委 員 会
奈良市教育委員会告示第59号
平成28年12月定例教育委員会を次のとおり開催しますの
で、奈良市教育委員会会議規則（昭和57年奈良市教育委員
会規則第12号）第３条第２項の規定により告示します。
平成28年12月15日

奈良市教育委員会
委員長 杉 江 雅 彦

１ 日 時
平成28年12月20日（火）
午前10時から

２ 場 所
奈良市役所 北棟６階 第22会議室

３ 会議に付すべき事案
教育長報告
⑴ 平成28年度12月補正予算要求内示額について
⑵ 平成29年度予算要求について
⑶ 平成28年度「なら教育の日」記念集会について
⑷ 奈良市立図書館資料選択基準の一部改正について

催しの開催場所 奈良公園周辺

催しの名称 春日若宮おん祭お渡り式

催しの開催期間 平成28年12月17日



⑸ 学校給食における食物アレルギー対応指針につい
て

⑹ 平成28年度「地域学校協働活動」推進に係る文部
科学大臣表彰について

⑺ 奈良市地域教育推進事業第６回「交流の集い」の
開催について

議案
議案第54号 六条幼稚園建設用地の用途廃止について
その他
⑴ 奈良市教育委員会の後援・共催にかかる事業につ
いて 11月～12月

傍聴受付は、開催日の午前９時から午前９時50分までで
す。定員は５名で、定員になり次第締切させていただきま
す。

（平成28年12月15日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市教育委員会告示第60号
奈良市青少年野外活動センターの指定管理者を指定した
ので、奈良市公の施設における指定管理者の指定の手続等
に関する条例（平成17年奈良市条例第85号）第４条第３項
の規定により次のとおり告示します。
平成28年12月26日

奈良市教育委員会
委員長 杉 江 雅 彦

１ 指定管理者を指定する公の施設
奈良市阪原町25番地の１
奈良市青少年野外活動センター

２ 指定管理者の所在地及び名称
奈良市阪原町1725番地
特定非営利活動法人奈良地域の学び推進機構
理事長 上中 信幸

３ 指定管理者の指定の期間
平成29年４月１日から平成31年３月31日まで

４ 指定管理者が行う業務の範囲
⑴ 奈良市青少年野外活動センター条例第３条に規定す
る事業の実施に関すること。

⑵ センターの使用承認及び使用制限に関すること。
⑶ センターの施設及び附属設備の維持管理に関するこ
と。

⑷ その他市長が定めること。
（平成28年12月26日掲示済）

選挙管理委員会
奈良市選挙管理委員会告示第41号
平成28年12月２日現在における地方自治法（昭和22年法
律第67号）第74条第１項及び第75条第１項並びに市町村の
合併の特例に関する法律（平成16年法律第59号）第４条第
１項及び第５条第１項に規定する選挙権を有する者の総数
の50分の１の数並びに市町村の合併の特例に関する法律第
４条第11項及び第５条第15項に規定する選挙権を有する者

の総数の６分の１の数並びに地方自治法第76条第１項、第
80条第１項、第81条第１項及び第86条第１項並びに地方教
育行政の組織及び運営に関する法律（昭和31年法律第162
号）第８条第１項に規定する選挙権を有する者の総数の３
分の１の数は、次のとおりです。
平成28年12月２日

奈良市選挙管理委員会
委員長 西久保 武 志

50分の１の数 6,113人
６分の１の数 50,938人
３分の１の数 101,876人

（平成28年12月２日掲示済）
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